
別表第１ 民間における給与改定の状況 
（単位：％） 

    項目 
 
役職段階 

ベースアップ実施 ベースアップ中止 ベースダウン ベア慣行なし 

係 員 １９.９ ２５.１ ０.８ ５４.３ 

課 長 級 １７.４ ２１.５ １.６ ５９.５ 

 
別表第２ 民間における定期昇給の実施状況 

（単位：％） 

 
定期昇給実施 

    項目 
 
役職段階 

定期昇給 
制度あり 

 増額 減額 変化なし 
定期昇給 
停  止 

定期昇給 
制度なし 

係 員 ９１.１ ８８.２ ４２.４ １０.４ ３５.４ ２.９ ８.９ 

課 長 級 ８４.６ ８０.５ ３１.７ １１.７ ３７.１ ４.１ １５.４ 

（注） ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。 
 
別表第３ 民間における賃金カットの実施状況 

（単位：％） 
    項目 

 
役職段階 

賃 金 カ ッ ト を 実 施 し た 事 業 所 賃金カットを実施した事業所 
における平均カット率 

係 員 ０.４ ８.６ 

課 長 級 ３.０ ４.１ 

（注） 「所定内給与又は基本給」に対する賃金カットの実施状況である。 
 
別表第４ 民間における年俸制の導入状況 

（単位：％） 
    項目 

 
役職段階 

年俸制を実施している事業所 年俸制を実施していない事業所 

課 長 級 １３.１ ８６.９ 

部 長 級 １９.０ ８１.０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第５ 民間における雇用調整の実施状況 
                                      （単位：％） 

項           目 実施事業所割合 
採 用 の 停 止 ・ 抑 制 １２.５ 
部 門 の 整 理 ・ 部 門 間 の 配 転 １１.４ 
業務の外部委託・一部職種の派遣社員等への転換 １７.８ 
転 籍 出 向 ９.０ 
一 時 帰 休 ・ 休 業 ０.３ 
残 業 の 規 制 ５.０ 
希 望 退 職 者 の 募 集 ５.３ 
正 社 員 の 解 雇 ― 

計 ３４.４ 
（注） 平成17年１月以降の実施状況である。 
 
別表第６ 職員の給与と民間給与の較差 

較差（Ａ）－（Ｂ） 
(A)-(B) 民間給与（Ａ） 職員の給与（Ｂ）  

 (B) ×１００ 

４４６,５５４円 

 
４４７,９２８円 

△１,３７４円（△０.３１％） 

（注） 較差算出に当たっては、職員で行政職給料表（一）を適用される職種の業務に従事する者と、民間従業員でこれ
に相当する職種の職務に従事する者の本年４月分の給与について、役職段階、年齢などを同じくする者同士をラス
パイレス方式により比較し、その較差を算定したものである。 

 
別表第７ 民間における特別給の支給状況 

下 半 期 （Ａ１） ３５７,５２４円 
平均所定内給与月額 

上 半 期 （Ａ２） ３６９,２２６円 
下 半 期 （Ｂ１） ７８４,６９９円 

特 別 給 の 支 給 額 
上 半 期 （Ｂ２） ８４１,８６８円 
下半期（Ｂ１）／（Ａ１） ２.１９月分 

上半期（Ｂ２）／（Ａ２） ２.２８月分 特別給の支給割合 

年         間 ４.４７月分 

（注） 下半期とは平成 16年８月から平成 17年１月まで、上半期とは平成 17年２月から７月までの期間をいう。 
 備 考 職員の場合、現行の年間支給月数は、平均で 4.40月分である。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



別表第８ 人事院の報告・勧告の概要 
 その１ 給与に関する報告及び勧告 

項   目 内               容 
給 与 勧 告 の 
ポイント 

○平均年間給与は減額（行政職(一)平均４千円、△０.１％） 
○給与構造の抜本的な改革を実施（昭和32年以来約50年振りの改革） 
  (1) 官民給与の逆較差(△0.36％)解消のため、２年振りに月例給の引下げ改定 
 － 俸給月額の引下げ、配偶者に係る扶養手当の引下げ 
 (2) 期末・勤勉手当（ボーナス）の引上げ(0.05月) 
 (3) 俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革の実施 
  － 俸給水準の引下げ、地域手当の新設、給与カーブのフラット化、勤務実績の 
   給与への反映等 

給 与 勧 告 の 
基本的考え方 

＜給与勧告の意義＞ 
  労働基本権制約の代償措置として適正な給与を確保、労使関係の安定を図り、能 
 率的な行政運営を維持する上での基盤 
＜民間準拠の考え方＞ 
  市場原理による給与決定が困難、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定さ 
 れる民間給与に準拠することが最も合理的 

官 民 較 差 
（ 月 例 給 ） 

 △1,389円  △0.36％ 〔行政職(一)…現行給与 382,092円 平均年齢40.3歳〕 
   (配分 俸給 △1,057円   扶養手当 △214円   はね返り分 △118円) 

俸 給 表  (1)  行政職俸給表(一) 全ての級の俸給月額を同率で引下げ（改定率△0.3％） 
 (2)  指 定 職 俸 給 表   行政職俸給表(一)と同程度の引下げ（改定率△0.3％） 
 (3)  その他の俸給表   行政職俸給表(一)との均衡を基本に引下げ 

扶 養 手 当  配偶者に係る扶養手当の支給月額を500円引下げ (13,500円→13,000円) 
その他の手 
当等 

 (1)  委員、顧問、参与等の手当  指定職俸給表の改定状況を踏まえ支給限度額 
                 を引下げ (37,900円→37,800円) 
 (2)  医師の初任給調整手当 
   ・医療職(一)          最高 307,900円→306,900円 
      ・医療職(一)以外(医系技官等)   最高  50,200円→ 50,000円 

改 
 
定 
 
の 
 
内 
 
容 
 
等 

期末・勤勉手当 
等(ボーナス) 

  昨年冬と本年夏の１年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間支給月数を比較 
 民間の支給割合に見合うよう引上げ  ４.４０月→４.４５月 

上記改定の実 
施時期 

 公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から 
実施。 
  本年４月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る官民較差相当分を解消 
するため、４月の給与に較差率を乗じて得た額に４月から実施の日の属する月の前 
月までの月数を乗じて得た額と、６月期のボーナスの額に較差率を乗じて得た額の 
合計額に相当する額を、12月期の期末手当の額で調整 

その他の課題  (1) 特殊勤務手当の見直し 
    今後も引き続き手当ごとの業務の実態等を精査して所要の見直しを検討 
 (2) 官民比較方法の見直し 
      民間企業における人事・組織形態の変化に対応できるように、官民比較方法 

 



    について、学識経験者の研究会を設けて検討 
 (3) 独立行政法人等の給与水準の把握 
    専門機関として、独立行政法人等における給与水準の在り方等の検討におい 
   て今後とも適切な協力 

 

給与構造の改 
革  

１ 給与構造の改革の基本的な考え方 
  職員の士気を確保しつつ、能率的な人事管理を推進するため、年功的な給与上 
  昇要因を抑制した給与システムを構築するとともに、職務・職責や勤務実績に応 
  じた適切な給与を確保していく必要 
  その場合、公務員給与は、職員の最も重要な勤務条件であり、その制度の基本 
  は、民間との均衡を考慮して整備していく必要。また、新しい公務員給与システ 
  ムが国民の目から見て合理性・納得性を持つものであることが重要 
（改革の必要性） 
  (1) 地域ごとの民間賃金水準格差を踏まえ、俸給水準の引下げを行い、民間賃金 
  水準が高い地域では地域間調整を図るための手当を支給 
  (2) 年功的な給与上昇を抑制し、職務・職責に応じた俸給構造への転換 
 (3) 勤務実績をより的確に反映し得るよう昇給制度、勤勉手当制度を整備 
 (4) スペシャリストのスタッフ職としての処遇や、在職期間の長期化に対応した複 
    線型人事管理の導入に向けた環境整備 
 
２ 改革すべき事項 
  (1) 俸給表及び俸給制度の見直し 
  ア 行政職俸給表(一)の見直し 
   ・地域別の官民較差の３年平均値を参考として、俸給表の水準を全体として平 
        均4.8％引下げ 
   ・若手の係員層については引下げを行わず、中高齢層について７％引き下げる 
        ことにより、給与カーブをフラット化 
     ・現行１級・２級(係員級)及び４級・５級(係長級)の統合。従来の本府省課長 
        の職責を上回る職務に対応した級の新設（11級制→10級制） 
   ・現在在職者がいないか、在職実態が極めて少ない初号俸等をカット 
   ・現時点の最高号俸を超える者の在職実態を踏まえ、号俸を増設 
   ・最高号俸を超える俸給月額に決定し得る枠外昇給制度を廃止 
   ・中途採用者の初任給決定の制限及び昇格時の号俸決定方法の見直し 
  イ 指定職俸給表の見直し 
    現行の行政職俸給表(一)11級と同程度引き下げるとともに、現在在職者がい 
      ない１号俸から３号俸までの号俸をカット 
  ウ 行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の見直し 
    行政職俸給表(一)との均衡を基本として、職務の級及び俸給構成、水準是正 
      などの見直し 
  エ 俸給の調整額の見直し 

 



 
      俸給表の水準引下げとの整合性を確保  
   (2) 地域手当及び広域異動手当の新設 

  ア 地域手当の新設 
    民間賃金の地域間格差が適切に反映されるよう、現行の調整手当に替えて、 
      主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し、地域手当を支給 
   ・賃金構造基本統計調査による賃金指数を用いた指数基準を基本として、支給 
     地域及び支給割合を決定 
   ・支給区分は、18％、15％、12％、10％、6％及び3％の６区分。手当額は、俸 
        給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た 
        額(現在の調整手当支給地域のうち、指定基準を満たさない地域について 
    は、当分の間、継続して支給） 
    ・大規模空港区域内の官署に在勤する職員について、当該区域内の民間賃金等 
        の事情を考慮して、特例的な地域手当を支給 
   ・医師に対する調整手当の特例及び官署移転の円滑な実施等のために設けら 
    れている調整手当の特例についても、地域手当の特例として存置 
      ・円滑な異動及び適切な人材配置を確保するため、平成16年に見直しを行っ 
    た現行の調整手当の異動保障と同様制度を引き続き措置 
  イ 広域異動手当の新設 
    転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な賃金水準より高い 
   ことを考慮し、広域異動を行った職員に対して手当を新設 
   ・官署を異にする異動を行った職員のうち、異動前後の官署間の距離及び異動 
    前の住居から異動直後に在勤する官署までの間の距離がいずれも60㎞以上と 
    なる職員について、広域異動の日から、原則３年以内の期間支給 
 (3) 勤務実績の給与への反映 
   ア 勤務成績に基づく昇給制度の導入 
    特別昇給と普通昇給を統合し、昇給の区分を5段階(Ａ～Ｅ)設けることに 
        より、職員の勤務成績が適切に反映される昇給制度を導入 
   ・年４回の昇給時期を年１回(1月1日)に統一。昇給号俸数は、Ａ(極めて良 
        好)で８号俸以上、Ｂ(特に良好)で６号俸、Ｃ(良好)で４号俸、Ｄ(やや良 
        好でない)で２号俸、Ｅ(良好でない)は昇給なし。ただし、管理職層 
    は、Ｃ(良好)を３号俸昇給に抑制。Ｂ以上は分布率を設定。Ｄ以下につい 
    ては、該当事由に関する判断基準を別に設定 
   ・55歳昇給停止措置に替えて、55歳以上の昇給については昇給幅を通常の半 
        分程度に抑制 
  イ 勤勉手当への実績反映の拡大 
    勤務実績を支給額により反映し得るよう、査定原資を増額(平成17年の引 
      上げ分0.05月分のうち0.03月分を平成18年の6月期、12月期の勤勉手当の査 
   定原資として配分)し、「優秀」以上の成績区分の人員分布の拡大を図る。 
   また、新たに「特に優秀」及び「優秀」の成績区分に係る人員分布率を設定 

 

 



     ウ 昇格基準の見直し 
    昇給及び勤勉手当に係る勤務成績の判定結果を活用 

 

     エ 給与決定のための勤務成績の判定についての改善 
    昇給及び勤勉手当の運用に資するよう、当面、各府省の現行の判定手続を明 
   確化、成績上位者の判定尺度を例示、標準的な勤務成績に達しない場合の統一 
   的な判定基準を設定 
 (4) スタッフ職活用のための環境整備 
   スペシャリストのスタッフ職としての処遇や、在職期間の長期化に対応した複 
  線型人事管理の導入のため、３級程度の簡素な級構成の専門スタッフ職俸給表を 
  新設 
 (5) 俸給の特別調整額の定額化 
   経験年数にかかわらず、管理職員の職務・職責を端的に反映できるよう、定 
  率制から俸給表別・職務の級別・支給区分別の定額制に移行。地方機関の管理 
  職に適用される三種～五種の手当額については、改善を行ったうえで定額化 
 (6) 本府省手当の新設 
   本府省における職務の特殊性・困難性、人材確保の必要性に配慮し、本府省 
  の課長補佐(俸給の特別調整額(8%)は廃止し、手当の水準は維持)、係長及び 
  係員を対象とした本府省手当(役職段階別・職務の級別の定額制)を新設 
 
３ 実施スケジュール 
 (1) 基本的な考え方 
      俸給の引下げは、経過措置を設けて段階的に実施するとともに、新制度の導 
  入や手当額の引上げについても段階的に導入し、平成22年度までの５年間で完 
  成 
 (2) 新制度の段階的な実施方法 
  ア 俸給表等の実施時期と経過措置 
    新俸給表は平成18年4月1日から適用。同日にすべての職員の俸給月額を新 
      俸給表に切替え。経過措置として新旧俸給月額の差額を支給。平成18年～21 
      年度までの間、昇給幅を１号俸抑制。俸給の調整額の改定も平成18年4月1日 
      から施行 
    イ 手当の新設等の実施方法 
    地域手当は18年度から、広域異動手当は平成19年度から段階的に導入。俸 
   給の特別調整額の定額化は平成19年度から実施。専門スタッフ職俸給表及び 
   本府省手当の新設は平成22年度までの間に実施 
    ウ 給与への勤務実績反映 
    新昇給制度は平成18年4月1日から実施(新制度による最初の昇給は平成19 
      年1月1日)。勤勉手当の勤務実績反映の拡大は平成18年の6月期から実施。昇 
   格運用の見直しに係る措置については平成19年4月1日から実施。新昇給制度 
   における勤務成績の判定に係る改善措置等の活用は、平成18年4月1日から管 
   理職層について先行して行い、引き続きその他の職員について行う 

 



 その２ 公務員人事管理に関する報告 

内              容  
 公務員の人事管理全般について、時代の要請に的確に対応した改革を進めることは引き続き重要 

 

  公務員人事管理の改革に関する本院の基本的問題意識、当面の主な課題と具体的方向を表明 
 
１ 公務員人事管理を取り巻く状況 
  ・「小さくて効率的な政府」への取組みとして、国の行政のスリム化・減量化が進展。市場テス 
   トなど官と民の守備範囲の議論も活発 
  ・各界から、公務員人事管理に関する種々の提言。「天下り」については引き続き厳しい批判 
 
２ 本院の基本認識 ～求められる公務員像～ 
  複雑・高度化する行政ニーズにこたえるため、公務員は国民本位の効率的行政を支える専門集 
  団となる必要 
  ・政治主導の政策決定を支え、その着実な実施を担う行政の専門家として今後も重要な役割 
   ・企画立案重視・事後監視型の業務遂行スタイルへの変化に対応して、特定分野の高度専門職 
      の確保・養成とともに、行政官の専門的知識・能力の一層の向上が重要 
  ・国際的な視野の下、多面的な問題分析能力・交渉能力等のかん養が不可欠 
    ・所管行政に過度にとらわれない、幅広い国家的視野が必要。市民感覚の保持、高い倫理観・ 
   使命感のかん養が重要。透明性・説明責任についての高い意識が不可欠 
  ・「官業」の民間開放に向けた取組が行われる中、職員の取扱いは民間労働法制の取扱いを踏 
   まえつつ、適切な配慮が必要。公務の範囲の在り方については引き続き関心を持って研究 
 
３ 主な課題と具体的方向 
 ①  多様な有為の人材の確保と専門能力の向上 
     国家公務員の志望者層に変化が生じつつあるとの指摘があり、人材確保の取組が重要 
   ア  大学院教育を重視する大学の変化等に対応するため、18年度試験からⅠ種試験を見直し 
    (出題科目・出題数、記述式重視等)。専門職大学院の動向等を踏まえ、引き続き検討 
        Ⅱ種試験(行政区分)(地域ごとの試験)において、本府省の人材確保のため、各地域の試験 
      合格者から本府省に採用できる仕組みを整備 － 18年度から実施 
  イ 民間経験者の公務への採用機会を拡大し、各府省の選考採用を支援するため、公募手続や 
      能力実証の一部を人事院が担う経験者採用システムについて18年度導入を目途に検討 
  ウ 「キャリア・システム」に対しては、各方面から批判。幹部要員の選抜・育成の在り方を 
      より柔軟で開放的なものにしていく方向で検討。当面、Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の計画的育成 
      と登用の一層の推進を図っていくことが必要 
  エ 留学派遣者が早期退職した場合の留学費用返還制度を検討 － 早急に別途の意見申出 
  オ 府省間・官民間の人事交流の推進が重要。各府省・民間企業の交流希望についての情報交 
   換の仲介等の環境を整備 
  カ 米国連邦政府職員の「マンスフィールド研修」のような海外派遣システムを検討 
    日中韓三国間における人事行政ネットワークを通じ、幅広い協力計画を積極的に実施 

 

 



  ② 能力・実績に基づく人事管理 
  ア 能力・実績に基づく人事管理の土台として、客観的で公正性や透明性が高く、実効性ある 
      人事評価制度の整備が必要。職員、各府省、職員団体の理解・納得を得られるよう、関係者 

 

       間で十分協議を行った上で、試行を行い、実効性等を検証しつつ制度設計することが不可欠 
    留意点  ・役職段階に応じた着眼点や行動類型による基準に基づき職務を判定。併せて管理 
               者と職員の間で仕事内容等を確認した上で、仕事の結果を振り返って判定 
             ・評価者は複数段階とし、期首・期末の面談、評価に当たっての自己申告を実施 
          ・評価結果は本人に開示していく方向で対応 
          ・評価者研修を実施 
             ・苦情に対処する仕組みを整備 
  イ 「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」の見直しなどの取組を推進 
  ウ 分限処分に関し、各任命権者が制度の趣旨に則った対処を行えるよう、分限事由に該当す 
      る場合の対応の仕方等について鋭意検討 
 
 ③ 勤務環境の整備 
  ア 育児・介護を行う職員が常勤職員のまま短時間勤務することを認める短時間勤務制を導入 
       － 早期に成案・別途意見の申出 
  イ 修学等の能力開発や社会貢献等の活動のため、自発的休業制度の導入を検討 
  ウ 勤務時間の弾力的な運用のため、基準・モデルを示し、助言・指導・事後チェックを実 
   施。併せて、勤務時間の割振り基準の法的整備を検討 － 別途意見の申出 
    「事業場外労働のみなし労働時間制」相当の仕組みの導入を検討 
  エ 超過勤務の縮減のため、超過勤務命令の基準を明確化。また、明示的な超過勤務命令を徹 
      底し、超過勤務時間を管理者が日々遅滞なく把握・確定するシステムを確立 
  オ 心の健康づくり対策を一層推進し、各機関の専門医の確保を推進 
  カ 各府省の人事・給与関係業務情報システム導入を支援。安定的運用のためのシステム開発 
 
 ④ 退職管理 
  ア 営利企業への再就職規制について、各府省における制度の徹底等適切な対応を要請 
  イ 早期退職慣行を是正し、公務内において長期に職員の能力を活用できるよう、専門スタッ 
      フ職俸給表の新設など在職期間の長期化に資する環境整備について検討 
    再任用制度の円滑な運営に向けた環境の整備を図る。なお、民間の動向に注視しつつ、60 
      歳代前半の本格的な雇用の在り方についても検討 
 
   人事院は、人事行政の公正の確保、労働基本権制約の代償を担う中立第三者機関・専門機関と 
  して、引き続きその役割を適切に果たしてまいりたい 

 

 
 


